
東大阪市建設工事における現場代理人及び技術者等に関する留意事項 

東大阪市 行政管理部 契約検査室 契約課 

はじめに 

公共工事においては、現場代理人及び技術者等の配置が必要となります。 

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の

技術上の管理をつかさどる者として主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の配置を求

めています。また、特例監理技術者を配置する場合には、当該工事現場ごとに特例監理技術者

補佐の配置を求めています。 

建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに、また許可を受けようとする建設業ごとに

専任の技術者を置かなければならないこととされています。 

国土交通省にあっては、「監理技術者制度運用マニュアル」を定めて雇用関係、交代要件、専任

期間などの取扱いが明確化されているところですが、本市発注の建設工事を施工される業者

のみなさまにおかれましては、建設業法を遵守し、「監理技術者制度運用マニュアル」を参考に

されるとともに、以下に東大阪市建設工事における現場代理人及び技術者等に関する留意事

項について取りまとめていますので、これに従い適正な現場代理人及び技術者等の配置をし

てください。 

１． 現場代理人について 

(1) 現場代理人の資格要件（工事請負契約約款第 10条第2項） 

特別な資格は必要としません。また現場代理人については建設業法上制限を受けるものでは

ありませんが、工事現場に常駐し、請負代金の請求及び受領等の一部の行為を除き、契約に基

づく請負者の一切の権限を行使できる旨が契約約款第 10 条第 2 項で規定されています。現

場代理人に委任された権限の重大性から、請負契約の適正な履行には、当該建設業者と直接

的かつ恒常的な雇用関係（入札案件の場合、入札日時点において、3 ヶ月以上）であることが

必要です。 

(2) 現場代理人の常駐（工事請負契約約款第 10条第2項） 

現場代理人は、工事現場に常駐することを契約約款第 10 条第 2 項において義務づけていま

す。「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由があ

る場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる

労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさない

ようにしなければなりません。 



(3) 現場代理人の常駐義務緩和に伴う他の工事との兼務について（工事請負契約約款第 10

条第3項） 

本市における現場代理人の常駐義務緩和に伴う他の工事との兼務については以下のとおりと

します。

請負金額が４，５００万円未満の工事であり、かつ以下の要件をすべて満たす場合は他の工事

との兼務を認めます。 

① 兼務する他の工事が予定価格２００万円以下の随意契約案件であること。 

② 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難な

ものでないこと。（安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任技術者、監理技

術者又は特例監理技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任が必要とされない程度の

規模・内容であること） 

③ 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。 

④ 兼務する工事件数が少数であること。 

⑤ 兼務する工事の現場間の距離（移動時間）が一定範囲内であること。（工事の規模・内容、

兼務する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であること） 

⑥ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 

ただし、入札参加に際して特別な要件が求められることにより入札参加を見込める業者が少

なく、入札不調となるおそれがある場合や、個々の発注案件により特別に定める場合はこの限

りではありません。 

２． 監理技術者等について 

(1) 監理技術者等の専任について（建設業法第2６条第3項） 

監理技術者等は、工事１件の請負金額が４，５００万円（建築一式工事においては９，０００万円）

以上の場合は、原則として工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。 

本市では適正な履行を確保するため、業種に関わらず、請負金額４，５００万円以上の場合は原

則として工事現場ごとに専任で配置することを求めます。入札参加条件で求める監理技術者

等を配置できない場合は、無効となります。 

また、請負金額１億円未満の工事においては、専任義務の合理化に関係する法令に準拠し、協

議の上対応を行います。 

(2) 監理技術者等の資格要件（『監理技術者制度運用マニュアル』等） 

① 直接的かつ恒常的な雇用関係（入札案件の場合、入札日時点において、３ヶ月以上）である

こと。 

② 工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。 

（主任技術者の場合：建設業法第７条第２号による） 

（監理技術者の場合：建設業法第１５条第２号による） 



③「②」とは別に定める要件等があれば、その要件を満たす者であること。 

(3)監理技術者講習について 

監理技術者又は特例監理技術者として選任されている期間中は、いずれの日においても監理

技術者講習の有効期限内でなければなりません。なお、講習を受講した日から５年後の１２月３

１日までが監理技術者講習の有効期限となります。（建設業法施行規則第 1７条の２１） 

(４) 監理技術者について 

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請

金額の総額が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上となる場合には、工事

現場ごとに監理技術者を配置しなければなりません。（建設業法第2６条第2項） 

本市では適正な履行を確保するため、業種に関わらず、予定金額１億円以上の案件は原則とし

て監理技術者の配置を入札参加条件として求めます。入札参加条件で求める監理技術者等を

配置できない場合は、無効となります。 

(５) 特例監理技術者、監理技術者補佐について（建設業法第2６条第3項第2号） 

監理技術者を専任で置くことが必要となる建設工事において、発注者から直接請け負った特

定建設業者が、特例監理技術者を置く場合（監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合）

には、監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければなりません。監理技術者補

佐となるためには、主任技術者の資格を有する者（法第７条第2号イ、ロ又はハに該当する者）

のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理

技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要

です。なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限ら

れます。 

なお、特例監理技術者が兼務できる工事現場数は２となります。（建設業法第 2６ 条第 ４ 項、

建設業法施行令第 30 条）。兼務できる工事現場は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考

慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務

が適正に遂行できる以下を満たす場合とします。 

①兼務する双方の工事が低入札調査基準価格以下の請負金額で受注された工事に該当しな

いこと。 

②兼務する各工事現場間を概ね１時間以内で移動できること。 

上記に関わらず、高度な技術を求める場合や特殊な工法を要する場合には、兼務を認められ

ない場合があります。 

(６) 現場代理人と監理技術者等との兼務について 

同一請負契約に限り、現場代理人と監理技術者等（特例監理技術者を除く。）を兼務すること

は可能です。 



３． 営業所の専任技術者の取扱いについて 

(1) 営業所の専任技術者とは 

建設業法第７条第２号において建設業の許可要件として、許可を受けて建設業を営もうとする

全ての営業所に専任技術者を置かなければならないこととされています。 

「専任」とは、原則として他の業務との兼務を認めないことを意味し、「営業所の専任技術者」は、

請負契約の締結に当たり技術的なサポート（工法の検討、注文者への技術的な説明、積算見積

等）を行うことがその職務であるため、所属する営業所に常勤していることが原則です。なお、

１人で複数業種の営業所の専任技術者を兼務することは可能です。 

(2) 現場代理人及び監理技術者等との兼務について 

現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、原則、営業所の専任技術者との兼務

はできません。ただし、本市では監理技術者等が専任を要する場合を除き、次の要件を満たせ

ば 1案件のみ営業所の専任技術者との兼務が可能です。 

① 当該営業所において請負契約が締結された工事であること。 

② 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と

営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にあること。 

③ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 

４．現場代理人及び監理技術者等の配置について 

適正な履行を確保するため、本市の取扱いとして、既受注工事に配置されている現場代理人

及び監理技術者等は入札日時点において、既受注工事の引渡し（工事引渡書の日付とする）を

終えていなければ、当該入札案件への配置を認めません。ただし、監理技術者等については、

専任性を問わない工事においてはこの限りではありません。 

現場代理人及び監理技術者等の配置について、兼務の可否について別表にまとめていますの

で参照ください。（特例監理技術者を除く。） 

５．主任技術者から監理技術者又は特例監理技術者への変更 

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約

の請負代金の額が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上となったような場

合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の

資格を有する監理技術者又は、特例監理技術者及び監理技術者補佐を設置しなければなりま

せん。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初

から監理技術者又は特例監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置くとともに、特例監理

技術者を置く場合は併せて監理技術者補佐となり得る資格を持つ技術者を置かなければなり



ません。 

６．現場代理人及び監理技術者等の変更について 

現場代理人及び監理技術者等については、適正な施工確保を阻害するおそれがあることから、

原則工期途中での交代を認めておりません。ただし、病休・死亡・退職などの真にやむを得ない

理由がある場合や工事工程上交代が合理的な場合は除きます。 

現場代理人及び監理技術者等の変更が必要となった場合は、事前に担当工事課及び契約課に

相談の上、業務に支障が出ないようにし、変更書類を提出してください。 

７．現場代理人及び技術者等における直接的かつ恒常的な雇用関係について 

本市における現場代理人及び技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認資料は以下の

うちのいずれかの写しとします。 

①監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証 

②市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書 

③健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

※上記の資料が提出できない場合 

⑤所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用

開始日の記載があり、使用印が押印されたもの） 

⑥その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの 

※直接的な雇用関係とは、現場代理人及び技術者等とその当該建設業者との間に第三者の介

入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいい、在籍出向者、派

遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。 

８．単価契約案件について 

単価契約案件につきましては緊急時における即応性が求められるため、当該単価契約案件と

その他の案件において、現場代理人及び監理技術者等の兼務はできません。 

９．その他 

各種書類への虚偽記載や、前記の留意事項に違反した場合は、入札参加停止の措置を行うこ

とがあります。 



別表 

現場代理人、監理技術者等、営業所の専任技術者の兼務について 

（建設業法第２６条第３項、建設業法第２６条の５により兼務が認められる場合を除く。） 

注１:本市の取扱いにおける監理技術者等の専任を要しない工事とは、業種にかかわらず、請

負金額が４，５００万円未満の工事です。 

注２：本市の取扱いにおける監理技術者等の専任を要する工事とは、業種にかかわらず、請負

金額が４，５００万円以上の工事です。 

注３：営業所の専任技術者が兼務できるのは、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所

の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡

を取れる体制にある場合です。また発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速

やかに向かう等の対応を行うことが必要です。 

現場代理人
主任・監理技

術者
営業所の専
任技術者

現場代理人
主任・監理技

術者
営業所の専
任技術者

○
○（注3）（1
案件のみ）

○ ×

○
○（注3）（1
案件のみ）

○ ×

○（注3）（1
案件のみ）

○（注3）（1
案件のみ）

× ×

現場代理人 × × × × × ×

主任・監理技
術者

× ○ × × × ×

現場代理人 × × × × × ×

主任・監理技
術者

× × × × × ×

営業所の専任技術者

一つの工事に
おける兼務に

ついて

他の工事との
兼務について

専任を要しな
い工事（注1）

専任を要する
工事（注2）

専任を要する工事（注2）専任を要しない工事（注1）

現場代理人

主任・監理技術者


